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をＭ本に、市 ・市Ｅ・ 事業者・ 関係回体等：ａび県が相：厄。の連携、 協力のも と、 暴力回の排除を推進する

ことを基本ＥＥＩ念と します。

市の責務

市は、市Ｅや事業者、 関係回体等Ｒび県と連携を回り ながら暴力回の排除に関する施策を推進 します。

市民等の責務

市民や事業者のみなさんには、 以下のような協力をお願いします。

自主的な暴力回排除活動

市が実施する暴力回排除の取り 組みへの参加

暴力回員等に よる不当要求行為の排除

「みかじめ料を徴収された」「暴力回事務所が開Ｓされそうだ」などの暴力回の排除に役：１：ｉ：

つ情報の市や警察への提供
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本市では、平成２４年 ７月

１日 に「会津若松市暴力回排

除条例」 を施行しました。

この条例を基に、 市・ 市Ｅ・

関係回体等・ 県が強い連携の

もと、暴力回の排除を推進し、

安全 ・安心なまちづく りを目

指します。

目的

暴力回の排除に関するａ本ミ念を定め、 市及び市Ｅ等の責務を明らかにする とともに、暴力回の排除

に関するａ本的な施策を定める ことによ り、 「市Ｅの安全で平穏な生活の確保」 と「社会経済活動の健

全な発展」に寄与することを目的と します。

基本ＥＥＩ念

暴力回が社会的に不当な存在である ことをＳ識し、
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暴力回等から不当要求を受けた場合、担当者が個人的に対応したり、担

当者のみに責任を押し付けるこ とは最も避けるべきです。

不当要求に対 して は、 対応の方針をあら かじめ検討し、組織と して一丸

とな って対応する こと が何より も大切です。

来訪者のチェックと連絡

受付乗員又は窓口員は。来訪者のＳＳＩ等

の確認と用件及び人数を把握して、 対応責任
きに報告し、 ・接・等にＳ肖する。
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瓣偏齊すり将笥なごに，碆胎．／＝日八また．燃
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落ち兼いて、相■のｔ所、 氏も、所属回
体名、電話番号を確認し、用件の確認をす

ること。代１１人の場合は、委任状の確認を
忘れないぶうに。

いきなりトップ等の決裁権を持つた者が

対応すると、即答を迫られますし、 次回以降

からのをｊｉで「Ｓは社Ｊｌがきった。お前では
だめだ。社ｊ！を・せ、ｌｔ長が会わない理由を

■え」などと瞳ってかかられます。
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暴力回を根絶して安全で住み良い福島県の実現に寄与するため、

回具による不当な行為の防止及び被害の救済を回ることを目的に、

２年に設立されました。

ｊ、ｙ
Ｑ　 Ｉ　　　 対応場所のａ定

素早く■けを求めることができ、精神的に１
余裕をもつて対おできる・所（自ｔのＳ接Ｉ．

の指定する場所や、縦事務所には絶対に出

向かないこと。やむをえずｉ向かざるをえな
い畤は、審察に。ｉ・事後ｉｌ絡をする。

｜
ｔ Ｒｐ答や約束はしない

暴力団員の対あは、Ｓ織的に実施するこ

と１がごｇです。４■ヽ４ＪＩほ４ぷ１１４・４ａ，ｓし
ないことです。

●力ａａは、 ｉｌ業の方針の固まらない鞨
が餅Ｓの分かれ目と考えてＳ耡に、そのｊＩ
Ｃ回答を求めます。
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福島相談所　ａ　０２４－５７２－６９６０

０会津若松警察署　ａ　０２４２－２２－５４５４

暴力

平成
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暴力団等から不当要求を受けた場合は

①組　　こ

②　　　　、

③期 こ談

４日手より優位にｔつための手段として。

ｉｌｌ能な回り相手より多い人数で対応し、役
割分１１１！を決めてお≪。

素茶を出すことは、暴力回員が居座り続

けることを容認したことになりかねません。

また、湯飲み茶碗等を投げつけるなど、脅

しの道具に使ｌｉｌされることがあります。
歓ｇするおＳさんではありませんので、

接待は不要です。
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４，＝　　 ○　　が極めて重要です。

可能な限り短くするこ と。最ｌｌの段階で

「何時までならお話を伺います」などと告げ

て対ｇｉｉｌｌ間を明確に示すこと。対自剛ｌがａ
ぎても退去しない場合は、警察に不退去罪で
の被害・をｌす旨を告げて警察へ連絡する。

ダ

対応内容の記録化

・話や面談の対１む内容は、犯罪検挙や行
ａ処分、Ｒ・訴訟の証拠として必要です。

相手に明確に告げて、メモや録音、ビデオ
：影をする。

ｊ

ベ示 ・・’

ノレ
ｊ，ｙ

Ｓ力団員は、巧みに論争に持ちｉａみ、応対
者の失言を誘い、又はｔ漿尻をとらえて厳

しく糾弾してきます。 「申 しＩＲありません」、
『４１おします』 、「きえてみます」などは禁物
です。

主

暴力回員が行う不当な行為を防止する広報活動

民間組織が行う暴力追放活動を助ける活動

暴力団員からの不当な行為に関する相談活動

少年への暴力回からの働きかけを排除する活動

ｌｌ

ｉ　　 機を失せず警察にｉｌ報

・１ヽ棄４Ｓ，トラブルを避け、ＳＩ事故をＳ止す

るため、 ＩＦＳの警察、Ｓａセンターとの｀
が甲挧餅決１こつなが¶ります。

へ

・暴力団から離脱しようとする人を手助けする

活動

・暴力回員を相手としたＥ事訴訟の支援活動

・講習・ 研修活動
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市民等に対する支援等

市は、市民や事業者の皆さんが、暴力回排除活

動を安心 して行う こと ができる よう 、以下のこと

を行います。

暴力回犯罪等に関する情報の提供

警察が行う市民への安全確保措置への協力

暴力回に関する訴訟への助言

暴力回事務所の設置の阻止等

暴力回事務所が設置される おそれがある とき は、

警察Ｒび関係回体等と 連携 し、 撤去又は設置の阻

止に向けた活動を促進します。

広報及び啓発

暴力回排除の重要性について広報や啓発を行い

ます。

暴力回による不当な行為等の実態についての広

報活動

暴力回排除の気運を醸成するための市民大会の

開催

不当な要求行為に対する措置

暴力回員等によるぞ当な要求行為に対する対応

方針等の策定を始めとする必要な措置を講じます。
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公共工事等における措置

公共工事、補助金等の交付を始めとする市の事

務事業の実施において、暴力回員やその関係者を

排除する取り組みを進めます。

不当な要求についての報告等

市の公共工事等を受注 した事業者が、暴力回員

等か ら不当な要求行為を受けた際、 市や警察への

通報を義務付けます。

公の施設の利 ＪＥ目における措置

市の施設 （会議場、集会場、体育館、広場等）

が暴力団の活動に利用される場合は、施設利用を

許可しません。

児ＳＲび生徒に対する教育等

児童や生徒が、暴力回の被害に遭わないよう に、

必要な教育が行われる よう 、児童・ 生徒の育成に

携わる方に対 し、 必要な情報の提供や支援等を行

います。

市Ｅの暴力追放意識の高揚と暴力追放活動の推進を

図リ、あらゆる暴力行為を根絶 し、 平和で住みよい会

津若松市の実現のため、平成４ 年に会津若松市区長会

や防犯協会各支部等３７回体が発起人となりａ立され

ました。 現在は１ ００ を超える回体が会員となってお り、

暴力追放のための事業に取り組んでいます。

ＳＩ ｀常民大会
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【ＩＥな活動｜メ｜｜き】

・暴力排除意識の高揚のための広報活動

・Ｓ力追放会津若松市Ｅ大会の開催

・暴力追放活動功労表彰の実施
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事務局： 会津若松市　市民部危機管Ｅ！Ｉ課
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